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【受益者負担適正化】

指定管理施設の利用料金改定に向けた
進捗状況について

令和8年（２０２6年） 2月 18日
宝塚市行財政経営戦略本部会議 資料
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０ 概要

＜進捗状況内訳＞

１ 改定を決定した施設 6施設

２ 現時点で改定を見送る施設 31施設（うち、市外・営利のみ改定施設 31施設）

３ 指定管理者において改定検討中の施設 15施設（うち、市外・営利のみ改定施設 5施設）

利用料金の改定を検討する指定管理施設（条例上の上限額を改定 又は 市外・営利等利用の料金規定を追加した施設）

計 52施設（うち、36施設は市外・営利等利用の料金規定のみ追加した施設（以下「市外・営利のみ改定施設」））

令和7年12月市議会において可決されました「受益者負担適正化に係る関係条例の整備に関する条例」の交付・
一部施行に伴い、指定管理施設における利用料金改定の検討状況について各課に照会しました。
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１ 改定を決定した施設 6施設

No 施設名 部名 課名 改定年月日 改定方針

1 宝塚市立老人福祉センター 健康福祉部 高齢福祉課 2026年10月1日
利用料金を条例の上限額とする（市外料金、営利目的等についても、2倍相当
額（市外かつ営利目的等の場合は4倍相当額）の料金とする）。

2 宝塚市立国際・文化センター 産業文化部 文化政策課 2027年4月1日
各部屋を原則1.2倍（一部1.3倍）にする。
市外料金５割、営利料金５割の加算を別途設定する。
（承認事務は3月中に行う予定）

3 宝塚市立文化施設ソリオホール 産業文化部 文化政策課 2027年4月1日
各部屋を一律1.5倍にする。
市外料金５割、営利料金５割の加算を別途設定する。
（承認事務は3月中に行う予定）

4 宝塚市立文化施設ベガ・ホール 産業文化部 文化政策課 2027年4月1日
各部屋を一律1.5倍にする。
市外料金５割、営利料金５割の加算を別途設定する。
（承認事務は3月中に行う予定）

5 宝塚市立宝塚文化創造館 産業文化部 文化政策課 2027年4月1日

各部屋を原則1.25倍（一部、有料事業1.1倍）にする。
市外料金を約５割加算する。
（承認事務は３月中に行う予定）
「すみれミュージアム」については、当分の間、現行料金とする。

6 宝塚市立文化芸術センター 産業文化部 文化政策課 2027年6月1日
部屋ごとに値上げ率は違うが、平均約1.2倍の値上げとする。
市外料金10割、営利等目的外料金10割の加算を別途設定する。
（承認事務は３月中に行う予定）
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２ 現時点で改定を見送る施設（※） 31施設

※ 物価高騰等の社会情勢の変化や各施設の経営状況等を踏まえ、今後見直す場合があります。

No 施設名 部名 課名 改定しない理由 市外・営利のみ改定施設

1～23 宝塚市立共同利用施設（23施設） 市民交流部 市民協働推進課
営利・市外料金を設定した際に、値上げに伴う対象団体の利用減小が
懸念されるため。

●

24～29 宝塚市立地域利用施設（6施設） 市民交流部 市民協働推進課
営利・市外料金を設定した際に、値上げに伴う対象団体の利用減小が
懸念されるため。

●

30 宝塚市立末成集会所 市民交流部 市民協働推進課
営利・市外料金を設定した際に、値上げに伴う対象団体の利用減小が
懸念されるため。

●

31 宝塚市立男女共同参画センター 総務部 人権平和・男女共同参画課

センターとの協議の結果、現行の市内利用者料金と市外利用者料金
（市内利用者料金の1.5倍）での運営について、過去3年間の収支状況
において現行料金体系で、運営の安定性に支障はなく、今後も幅広い
方に利用していただくことにより、センターの運営方針に資するよう、
引き続き現行料金体系を維持することとなった。
今後につきましては、センターの運営状況や市の財政状況などの影響
を考慮し、利用者料金の引き上げについて検討を進めていくものとす
る。

●
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３ 指定管理者において改定検討中の施設 15施設

No 施設名 部名 課名 検討完了年月 備考 市外・営利のみ改定施設

1 宝塚市立中山台コミュニティセンター 市民交流部 市民協働推進課 2026年3月 ●

2 宝塚市立共同利用施設中筋会館 市民交流部 市民協働推進課 2026年3月 ●

3 宝塚市立地域利用施設西谷会館 市民交流部 市民協働推進課 2026年3月 ●

4 さらら仁川公益施設 都市整備部 市街地整備課 2026年3月 ●

5 ピピアめふ公益施設 都市整備部 市街地整備課 2026年3月 ●

6 宝塚市総合福祉センター 健康福祉部 地域福祉課 2026年3月

7 宝塚市立長谷牡丹園 産業文化部 北部振興企画課 2026年12月

・令和８年度春季開園時（４月下旬頃より開園予定）
においては、料金改定に係る十分な告知期間が設け
られないこともあり、指定管理者より、現行の料金体
系（大人3００円、小人１００円）のまま据え置きとした
い、との申し出を受け、担当課としても上記取り扱い
について、やむを得ないものと判断した。
・令和９年度以降の入園料については、今後も指定管
理者との協議を重ねながら、料金改定の有無及び改
定する場合の内容についても、検討を進めていくも
のとする。（令和８年１２月末頃までの検討完了を見
込む。）

8 宝塚市立スポーツセンター 社会教育部 スポーツ振興課 2026年3月
・屋外プールの利用料金については、令和8年7月か
ら改定する予定

9 宝塚市立売布北グラウンド 社会教育部 スポーツ振興課 2026年3月

10 宝塚市立末広体育館 社会教育部 スポーツ振興課 2026年3月

11 宝塚市立花屋敷グラウンド 社会教育部 スポーツ振興課 2026年3月

12 宝塚市立高司グラウンド 社会教育部 スポーツ振興課 2026年3月

13 宝塚市立中央公民館 社会教育部 社会教育課 2026年3月

14 宝塚市立東公民館 社会教育部 社会教育課 2026年3月

15 宝塚市立西公民館 社会教育部 社会教育課 2026年3月


